
正しく行動した社員が
報われる仕組みをつくる

第四回までを通じて，残業の実

態と問題点を把握し，半強制的に

残業削減・効率化に向けたアクシ

ョン（意識面・行動面の双方）を

促し，管理者を通じて適切に管理

する手法について紹介してきた。

次のステップで大切になること

が，会社が求める行動を積極的に

実践して成果に繋げたことを適正

に評価して，給与・賞与ないし昇

進・昇格といった処遇に結びつけ

ることである。

評価項目は「プロセス」「成果」の2軸で，
意識改革・業務改革を促進する

社員にとって残業代が生活費感

覚になってしまっていると，「残

業をなくせ，残業は悪だ」と言っ

ても，どうしても消極的になって

しまう。こうした状況に対する解

決策として，例えば削減できた残

業代を若干上乗せして賞与で還元

するといった方法も考えられる

が，それだけでは「仕事を効率化

していく」という目的意識は醸成

されにくい。そこで，人事評価を

通じて半強制的に行動させていく

方法が考えられる。

［図表1］はメーカーの業績評

価項目の例である。ポイントとし

て，一般的な数値目標に加え，個

人の労働時間当たり生産性（出来

高÷投入工数）を評価の対象とし

ている。評価単位は個人あるいは

チームのどちらでもよいだろう。

また，「残業時間削減目標」とい

ったダイレクトな評価項目を設け

ることも一案であり，部署単位で

評価すれば意識向上にも役立つ。

もっとも，こうしたダイレクトな

指標を設ける場合は残業の実態や

本質的な課題が押さえられていな

いと，評価に対する納得性が得ら

れないため注意が必要である。

［図表2］はプロセス評価項目

の例である。まずは，「スピード」

や「タイムマネジメント」「仕事

の標準化」など，不必要な残業を

せずに効率よく仕事を進めるため

に必要な行動を列挙し，評価対象

とする。一方で，「自分だけ良け

ればいい」という発想にならない

よう，他人が忙しいときの「フォ

ロー」「部門連携」や「改善提案」

といった全体貢献ができているか

否かも評価することでバランスを

とる。

給与制度では「みなし残業代」を
上手く活用する

以上のように，残業削減に向け

た積極的なアクションおよびそ

の成果が適切に評価され，処遇に

繋がる仕組みが整えば，徐々に組

織にも変化が表れるようになる。
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［図表1］残業削減を促進する成果・業績評価項目例 
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［図表2］残業削減を促進するプロセス評価項目例 
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改善提案 
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自発的にスキルアップに 
努めていたか 

仕事の標準化・マニュアル化に 
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マネジメント 

株式会社新経営サービス　森中 謙介

第五回 給与制度・評価制度の工夫で残業マネジメント

第一回　今，なぜ「残業マネジメント」が必要なのか

第二回　効果的な現状分析の進め方

第三回　労働法の労働時間制度を最大限に活用する

第四回　現場における残業時間管理方法の工夫

第五回 給与制度・評価制度の工夫で残業マネジメント

第六回　管理者の意識を変える残業マネジメント研修



もっとも，成果をどの程度給与・

賞与等の処遇に反映・配分するか

は会社の社風もあるため，慎重に

決めていただきたい。

ところで，残業代と給与制度

の関係では，「みなし残業代制度

（あるいは固定残業代制度）」の導

入がここ数年活発になってきてい

るため，簡単にその意義・活用法

について紹介しておく。要は，会

社があらかじめ決めた残業代（あ

るいは一定時間数分の残業代）を

固定給として（残業のあるなしに

関わらず）支払う仕組みである。

［図表 3］にあるように，実残業

時間に相当する残業代がみなし残

業代以下であれば，追加の残業代

支払いは必要ないが，みなし残業

代を超える残業時間が発生すれ

ば，超える分は別途残業代として

支払わなければならない。

みなし残業代制度導入の意義は

様々あるが，重要なことは残業時

間の上限感覚を持たせ，残業があ

るときもないときも含めて，その

範囲内で仕事を終わらせるよう意

識づけをしていくことにある。

残業代は追加・臨時で発生する

賃金ではなく，あらかじめ持ち分

として用意されているものであ

り，残業がないときは丸々獲得で

きるが，残業が必要なときは持ち

分の範囲で所定時間を超えて仕

事をこなす義務があるもの，と

いうように発想を転換することが

できれば，残業マネジメントにお

ける「意識改革⇒業務改革」の段

階に上手
う ま

く結びつけることが可能

となる。

なお，みなし残業代制度は全社

一律に導入する必要はなく，必要

な部署だけ，あるいはチーム・個

人単位でも設定が可能である。ま

た，設定する残業時間数も会社が

任意に設定できる（賃金規程の変

更は必要）ため，会社ごとに効果

最大化できる工夫を考えていただ

きたい。

みなし残業代の導入に際して，

現在の給与の一部をみなし残業代

に充てる場合には注意が必要であ

る。例えば20時間分のみなし残

業代を設定するとき，それが今

の月給にすべて上乗せされていれ

ば問題ないが，今の月給の一部を

10時間分のみなし残業代に充てる

方法は労基法上の不利益変更とな

りうる。会社としてはメリットの

大きい施策であり，また実施でき

る可能性もゼロではないが，法的

なリスクを十分に認識する必要が

ある。

また，導入後には社員からの反

発も十分に予想される。採用する

場合には，会社としての必要性が

存在することはもちろんのこと，

例えば賃金制度全般の改定のなか

で実施することによって，全体と

しての不利益感を和らげる（みな

し残業代の設定により基本給，諸

手当が実質減額になる程度を小さ

くする，人によっては純粋にみな

し残業代が給与に上乗せになるケ

ースをつくる，など）ことができる

ように留意しなければならない。

メインテーマはあくまで
「改善」と「管理の徹底」

以上の内容は，残業削減に向け

たアクションの「プロセス・結果」

を「処遇」として反映させること

によって現場の管理や教育，改善

活動がスムーズに展開できるよう

にするためのものであり，あくま

で手段であることに注意された

い。仕組みを頼りにして本来の目

的達成が疎かになってしまっては

本末転倒となる。本連載を通じて

お伝えしようとしている「残業マ

ネジメント」の要旨はそこにある。

マネジメントサイクルの中に適切

な評価・処遇制度を組み込み，ト

ライ＆エラーを繰り返しながら

徐々に残業削減を行っていただき

たい。
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［図表3］みなし残業代（固定残業代） 
　　　　活用の基本パターン 

A：みなし残業 
適用なし 

あ
る
月
の
月
給
＝
20
万
円
＋
5
万
円
 

5
万
円
＝
 

残
業
代
 

30
時
間
分
 

20
万
円
 

あ
る
月
の
月
給
＝
25
万
円
 

5
万
円
＝
 

み
な
し
残
業
代
 

30
時
間
分
 

20
万
円
 

あ
る
月
の
月
給
＝
25
万
円
＋
5
千
円
 

5
万
円
＝
 

み
な
し
残
業
代
 

30
時
間
分
 

20
万
円
 

B：みなし残業 
適用あり 

（実残業時間≦ 
みなし残業時間） 

C：みなし残業 
適用あり 

（実残業時間＞ 
みなし残業時間） 

5千円 

もりなか けんすけ 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所所属コンサルタント。主に中堅・
中小企業の人事評価・賃金制度構築のコンサルティングを行う。残業削減，定年再雇用といった
個別テーマにも精通し，「残業代を効果的に削減する！賃金制度・労働時間制度改定プログラム」
「シニア社員人事制度構築コンサルティング」等の商品開発を担当。また，外部講演・執筆の実績
も豊富であり，著書に『デフレ時代の「人事評価・賃金制度」の作り方』（中央経済社）がある。
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